
日薬業発第 477 号 

令和４年３月 15 日 

都道府県薬剤師会 

実務実習担当役員 殿 

日 本 薬 剤 師 会 

担当副会長 田尻 泰典 

認定実務実習指導薬剤師 更新申請手続きについて 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和４年２月 28 日付日薬業発第 450 号等にてご案内のとおり、薬学

教育協議会（以下「協議会」）より、更新条件を満たし令和４年（2022 年）

３月 31 日に認定期限を迎える認定実務実習指導薬剤師の方については、便宜

性を考慮し、４月からの申請受付開始に先んじて３月中旬より認定申請審査料

の入金受付を開始し、入金により「審査中」扱いとする旨等が連絡されており

ました。これに関連し、今般協議会から別添のとおり、令和４年３月 15 日よ

り入金受付を開始する旨と共に、振込先口座等更新申請手続きの詳細等につき

案内されましたので、お知らせ申し上げます。 

つきましては会務ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会内で、本年度末に認定

期限を迎えるため、協議会に上記審査料の入金を予定する関係者等に、本件に

つきましてご案内いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、本件は「更新申請」のみの取扱いとなり、「新規申請」については４

月以降に受付が開始される見込みです。 

〈備考〉 

＊本件は、下記協議会ホームページにても紹介されております。 

≪2022 年 3 月 31 日≫に認定期限を迎える方へ 

https://yaku-kyou.org/?p=8620 

地区・職域薬剤師会  御中

公益社団法人　　東京都薬剤師会

　写しの通り、日本薬剤師会より通知がありましたので、貴会で更新申請

を予定する認定実務実習指導薬剤師への周知をお願いいたします。

事　務　連　絡
令和４年３月１９日

写○



令和 4年 3月 14日 

認定実務実習指導薬剤師 更新申請手続きについて 

一般社団法人 薬学教育協議会 

代表理事 本 間 浩 

（公印省略） 

日頃より、（一社）薬学教育協議会の活動にご理解とご協力をいただき、誠に

有り難うございます。 

令和 4年 2月 18日付で（資料 1参照）でお知らせいたしましたとおり、認定

要件を満たし令和 4 年（2022 年）3 月 31 日に認定期限を迎える指導薬剤師の

皆様の便宜を考慮して、当協議会では 4月からの申請受付開始に先んじて 

令和 4 年（2022 年）3 月 15 日より認定申請審査料の入金受付を開始いたしま

す。3月 31日までにご入金いただくことにより「審査中」扱いといたしますが、

4 月以降当協議会で申請受付が開始された後、Web での申請をもって正式な更

新申請手続きといたします。入金日より 3 か月以内に正式な更新申請手続きが

ない場合は無効となり、再度申請をされる場合は改めて認定申請審査料をご入

金いただくことになりますので、ご留意ください。 

なお、新規申請につきましては、4 月以降にご入金の上 Web にて申請手続き

をお願いいたします。 

また、当面は申請者および認定者に混乱が生じるのを避けるため、「認定実務

実習指導薬剤師制度実施要領」は現行のものをほぼ踏襲いたします。申請の際に

は必ずご一読ください。 

 3月 31日までの更新申請手続きの詳細につきましては、別紙のとおりとなり

ますので、ご確認ください。 

何卒宜しくお願いいたします。 

https://yaku-kyou.org/wp/wp-content/uploads/2022/02/205949af02152a317656f5dd7aa22d1c-2.pdf
https://yaku-kyou.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/65e2724a0a8c57399f57d8ddb58fc502.pdf
https://yaku-kyou.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/65e2724a0a8c57399f57d8ddb58fc502.pdf


別紙 

【2022年 3月 31日に認定期限を迎える指導薬剤師の皆様へ】 
 

※当協議会にて認定実務実習指導薬剤師 認定業務開始は 2022 年 4 月です 

※『認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領』を必ず確認し、更新条件を満たした上で 

認定申請審査料の入金・更新認定申請手続きを行ってください 
 

 

2022年 3月 15日以降の更新申請手続きについて 

 

（１）入金までに更新条件を満たしていることを確認する 
 

（２）3月 15日～31日 認定申請審査料を入金する（振込手数料は申請者にて負担） 
 

【認定申請審査料振込先】 

三菱 UFJ 銀行 青山支店 

普通 0527422 

一般社団法人薬学教育協議会 認定事業 

 認定申請審査料：5,500円 

【振込人名】 

認定番号の下 5桁＋申請者名 

例）12345ヤクガクキョウコ 

  認定番号：12012345 

申請者名 ヤクガクキョウコ 

 

※振込明細書はWebでの認定申請手続きに必要です。紛失しないようにご注意く

ださい。 

※振込人名が法人名や施設名など「認定番号の下 5桁＋申請者名」以外の場合、

入金確認ができず認定不可になることがありますのでご注意ください。 

※一旦振り込まれた認定申請審査料は理由の如何を問わず、また審査の結果、認

定不可となった場合でも返金いたしかねます。なお、この認定申請審査料を、

他の如何なるものにも流用することはできません。 

※領収証は発行しておりませんので、振込明細を以て領収証に代えてください。 
 

（３）4月 1日（予定）以降 Web 申請システムでの手続き 

薬学教育協議会 HP（https://yaku-kyou.org/）⇒            をクリック 

※以下の証書はWeb申請システム内のサイトからアップロードして提出していただ

きます(対応ファイル形式：PDF、JPEG、PNG)。Web申請前にデータ化するな

ど、ご準備されることをお勧めいたします。 

① 薬剤師免許証 

② 更新講習会の受講証または更新申請に有効なアドバンストワークショップの修了証 

③ 振込明細 

④ 勤務証明書（申請日から遡って 1 か月以内のもの）＊様式指定 

※申請内容に不備があった場合は、認定までに時間を要する場合があります。 
 

（３）認定審査 ＜一般社団法人 薬学教育協議会＞ 
 

（４）審査結果通知・認定証発行 

登録メールアドレスに審査結果を送信します。認定証は後日発送いたしますので 

お待ちください。 

https://yaku-kyou.org/



